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貸借取引金利の公表方法の変更について 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、貸借取引金利につきましては、これまで金利を変更する際にご通知する取扱いとし

ておりましたが、従来の方法では適用期間が明示されず、変更時期の予測が困難等のご意見

をいただいておりました。 

このため、今般当社は、金利変更の有無にかかわらず、下記のとおり毎月公表する方法に

変更することといたしましたので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬  具 

 

記 

 

１．貸借取引金利の公表方法の変更 

（１）公表日 

 毎月 20日（当社休業日の場合は翌営業日） 

・「日証金 target」および「当社 HP（貸借取引情報サイト1）」において公表いた

しますので、毎月 20日にご確認2いただきますようお願い申し上げます。 

 

（２）適用期間 

原則として、上記①の公表日から起算して 3営業日目（申込日）から翌月の適用期

間開始日の前日まで適用する。 

 

２．今後のスケジュール 

（１）新方法の最初の公表日 

2024年 4月 22日（月） 

 

 （２）新方法の最初の適用日 

    2024年 4月 24日（水）申込み分（4月 26日（金）決済分） 

 

以  上 

 

1 https://www.taisyaku.jp/ 

2 公表は 14 時を予定しています。原則として個別の連絡は行っておりませんので、予めご了承ください。 


